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平成２８年度　第１０回全体庁議（２月２日開催）

（１４）帯広市新総合体育館の整備運営に向けた取組みについて

　　　　[生涯学習部]

審議 ・ 報告

　■　提案・報告の趣旨

　帯広市新総合体育館整備運営事業における事業契約書の概要、新総合体育館に係る条例・規則の改正等のほか、今後の予

定を平成29年2月16日開催の建設文教委員会に報告するもの。

○当初のスケジュールに基づき、以下のとおりすすめる。

　平成29年３月　　事業本契約の議会提案

　平成29年４月　　事業者による基本設計・実施設計に対するモニタリング

・同内容で、2月16日の建設文教委員会へ報告することで了承された。

・特になし

　■今後のスケジュール

　■　審議結果

　■　その他、指摘事項等

　■　提案・報告の主な内容(概要)

  新しい総合体育館については、優先交渉権者を決定後、平成28年11月28日に基本協定を締結し、細部の確認・協議をすすめ、

平成29年3月に本契約締結の議会提案をする予定であり、その概要を報告するもの。

〔主な報告概要〕

1 事業契約の概要

○契約金額    10,307,249,396円 (うち消費税及び地方消費税相当額738,813,857円)

○契約者       とかちウェルネスファーム株式会社   代表取締役  久保剛彦 (帯広市東4条南10丁目2番地)

2 条例・規則の改正等

○帯広市体育施設条例の一部改正    開館時間や休館日、使用料等を改正するもの

○公の施設の指定管理者の指定       PFI事業によるため、事業契約者を指定管理者に指定するもの

3 今後の予定

○本市で示した業務要求水準では、現総合体育館の解体や外構工事が完了し、施設の全面供用を開始する時期は、「平成33年

10月1日以前」としていたが、事業者からは「同年9月1日」とする提案があり、これを確認したことから、契約等に反映するもの。


